
1
 

◎
新
潟
県

訓
令

第
1
0
号

 

新
潟
地
域

振
興

局
 

大
島
頭
首

工
管

理
規
程
（

平
成

７
年
３
月

新
潟

県
訓
令

第
８

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

平
成
2
9
年

５
月

1
9
日

 

新
潟
県
知

事
 

 
米
 

山
 

 
隆

 
一

 

次
の
表
の

改
正

前
の
欄
中

下
線

が
引
か
れ

た
部

分
（
以

下
「

改
正

部
分

」
と

い
う

｡
)
を

当
該

改
正

部
分

に
対

応
す

る
同

表
の
改

正
後
の
欄

中
下

線
が
引
か

れ
た

部
分

に
改

め
る

。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
取
水
量

）
 

第
６
条

 
管
理

者
は
、
次
に

掲
げ
る
水
量

の
範

囲
内
で

必
要

な
水

量
を

取
水

す
る

も
の

と
す

る
。

期
 

間
 

４
月
１
日
か

ら
同
月
23
日

ま
で

 

４
月
24
日
か

ら
同
月
30
日

ま
で

 

５
月
１
日
か

ら
８
月
31
日

ま
で

 

９
月
１
日
か

ら
９
月
10
日

ま
で

 

９
月
11
日
か

ら
３
月
31
日

ま
で

 

大
島
頭
首

工
の
水
量

㎥
/
ｓ

 

0
.
7
9
1
 

㎥
/
ｓ

 

1
6
.
5
0
3
 

㎥
/
ｓ

1
3
.
7
9
6
 

㎥
/
ｓ

0
.
9
6
8
 

 

（
略
）

 

計
 

㎥
/
ｓ

 

0
.
9
6
4
 

㎥
/
ｓ

 

1
6
.
6
7
6
 

㎥
/
ｓ

1
3
.
9
6
9
 

㎥
/
ｓ

1
.
1
4
1
 

（
略

）
 

２
・
３
 

（
略

）
 

（
取

水
量

）
 

第
６

条
 

管
理

者
は

、
次
に

掲
げ
る
水
量

の
範

囲
内
で
必

要
な

水
量
を
取

水
す

る
も
の
と

す
る

。
 

期
 
間

 
４
月
１
日
か

ら
同
月
23
日

ま
で

 

４
月
24
日
か

ら
同
月
30
日

ま
で

 

５
月
１
日
か

ら
８
月
31
日

ま
で

 

９
月
１
日
か

ら
９
月
10
日

ま
で

 

９
月
11
日
か

ら
３
月
31
日

ま
で

 

大
島

頭
首

工
の
水
量
 

㎥
/
ｓ

0
.
8
0
5
 

㎥
/
ｓ

1
6
.
7
0
5
 

㎥
/
ｓ

1
3
.
9
6
3
 

㎥
/
ｓ

0
.
9
7
9
 

 

（
略

）
 

計
 

㎥
/
ｓ

0
.
9
7
8
 

㎥
/
ｓ

1
6
.
8
7
8
 

㎥
/
ｓ

1
4
.
1
3
6
 

㎥
/
ｓ

1
.
1
5
2
 

（
略
）

 

２
・

３
 

（
略

）
 

 


